
政
令
第

号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令

内
閣
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し

書
、
第
六
十
二
条
第
一
項
及
び
附
則
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ラ
ン
ピ
ー
ス
キ
ン
病

水
牛

第
六
条
第
二
号
ロ
中
「
リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱
」
の
下
に
「
、
ラ
ン
ピ
ー
ス
キ
ン
病
」
を
加
え
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

法
附
則
第
五
条
の
政
令
で
定
め
る
動
物
用
生
物
学
的
製
剤
は
、
豚
熱
予
防
液
と
す
る
。

（
ラ
ン
ピ
ー
ス
キ
ン
病
を
家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
疾
病
の
種
類
と
し
て
指
定
す
る
等
の
政
令
の
廃
止
）

第
二
条

ラ
ン
ピ
ー
ス
キ
ン
病
を
家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
疾
病
の
種
類
と
し
て
指
定
す
る
等
の
政
令
（
令



和
七
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
。
附
則
第
二
条
に
お
い
て
「
指
定
政
令
」
と
い
う
。
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
二
十
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和

年

月

日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
家
畜

伝
染
病
予
防
法
施
行
令
附
則
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
令
和

年

月

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
施
行
前
に
さ
れ
た
処
分
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
指
定
政
令
に
お
い
て
準
用
す
る
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
規
定
に
よ
る
処
分
、
命
令
そ

の
他
の
行
為
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
関
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
四
条

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
六
号
中
「
指
定
検
疫
物
」
を
「
指
定
禁
止
物
等
」
に
改
め
る
。


